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附 則  

流 山 市 政 は 、 流 山 市 民 （ 以 下 「 市 民 」 と い う 。） の 負 託 に よ る

も の で あ っ て 、そ の 権 利 の 源 は 市 民 に あ る 。そ の 権 能 は 、選 挙 に

よ っ て 選 ば れ た 市 民 の 代 表 者 で あ る 市 長 と 選 挙 に よ っ て 選 ば れ

た 議 員 に よ っ て 構 成 さ れ る 流 山 市 議 会 （ 以 下 「 議 会 」 と い う 。）

が 、 市 民 福 祉 の 向 上 の た め 、 市 民 の 要 望 を 把 握 し て 行 使 す る 。  

こ の 条 例 は 、主 権 在 民 を 基 調 と す る 民 主 主 義 の 原 理 に 基 づ い て

い る 。  

市 政 の 運 営 は 、日 本 国 憲 法 に 基 づ く 二 元 代 表 制 の 下 で 、市 長 と

議 会 は 市 民 の 負 託 を 更 に 重 く 受 け 止 め て 活 動 し 、市 長 は 執 行 機 関

と し て 、議 会 は 合 議 制 の 議 事 機 関 と し て 、そ れ ぞ れ の 異 な る 特 性

を 活 か し な が ら 、競 い 合 い 、協 力 し 合 わ な け れ ば な ら な い 。そ し

て 、市 長 と 議 会 に は 、緊 張 関 係 の 下 で 、論 点 及 び 争 点 を 明 確 に し 、

流 山 市 に と っ て 最 良 の 意 思 を 決 定 す る こ と で 、市 民 全 体 の 福 祉 向

上 と 地 域 社 会 の 活 力 あ る 発 展 を 目 指 し て い く 使 命 が 課 せ ら れ て

い る 。  

新 し い 地 方 主 体 の 時 代 を 迎 え 、地 方 自 治 の 範 囲 が 拡 大 し た 今 日 、

住 民 に 最 も 身 近 で 基 礎 的 な 自 治 体 で あ る 市 町 村 の 自 治 権 を 拡 充
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し 、こ れ を 生 活 者 の 視 点 に 立 っ た「 地 方 政 府 」に 近 づ け て い く こ

と が 求 め ら れ て い る 。  

よ っ て 議 会 に は ､こ れ ま で 以 上 に 監 視 、 調 査 、 政 策 立 案 及 び 立

法 の 機 能 強 化 が 求 め ら れ て い る 。  

さ ら に 、積 極 的 な 情 報 公 開 を 率 先 し て 行 い 、よ り 一 層 市 民 に 開

か れ た 議 会 を 実 現 し な け れ ば な ら な い 。ま た 、議 会 は 市 民 の 多 様

な 意 見 を 的 確 に 把 握 す る こ と に 日 々 努 力 し 、常 に 市 民 と の 対 話 を

行 い 、市 民 の 声 を 汲 み 取 り な が ら 、議 員 間 で 自 由 か っ た つ な 討 議

を 重 ね 、市 民 に 信 頼 さ れ る 議 会 運 営 に 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い 。 

議 会 は 、こ の 崇 高 な 理 念 と 目 的 を 達 成 す る こ と を 誓 い 、こ こ に

流 山 市 議 会 基 本 条 例 を 制 定 す る 。  

 

第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ き 、議 会 運 営 に お け

る 規 範 的 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、市 民 の 負 託 に 的 確 に こ た え 、

市 民 福 祉 の 向 上 及 び 市 勢 の 伸 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 他 の 条 例 と の 関 係 ）  

第 ２ 条  第 １ 条 の 規 定 に 基 づ き 、こ の 条 例 の 趣 旨 に 反 し た 議 会 運

営 に 関 す る 条 例 、 規 則 等 を 制 定 し て は な ら な い 。  

 

第 ２ 章  議 会 の 運 営 原 則 及 び 議 員 の 活 動 原 則  

（ 議 会 の 運 営 原 則 ）  

第 ３ 条  議 会 は 、次 に 掲 げ る 原 則 に 基 づ き 運 営 を 行 う も の と す る 。 

（ １ ） 公 開 性 、公 正 性 、 透 明 性 を 確 保 し 、市 民 に 開 か れ た 信 頼

さ れ る 議 会 を 目 指 す こ と 。  

（ ２ ） 市 民 を 代 表 す る 議 事 機 関 で あ る こ と を 常 に 自 覚 し 、市 長

そ の 他 の 執 行 機 関（ 以 下「 市 長 等 」と い う 。）の 市 政 運 営 状

況 を 監 視 す る こ と 。  

（ ３ ） 市 民 の 多 様 な 意 見 を 的 確 に 把 握 す る こ と に 努 め 、市 政 に

反 映 さ せ る た め の 議 会 運 営 を 目 指 す こ と 。  

（ ４ ） 議 員 相 互 間 の 討 議 を 十 分 に 尽 く し て 、合 意 形 成 に 努 め る
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こ と 。  

（ ５ ） 流 山 市 議 会 会 議 規 則（ 昭 和 ４ ２ 年 流 山 市 議 会 規 則 第 １ 号 。

以 下「 会 議 規 則 」と い う 。）、流 山 市 議 会 委 員 会 条 例（ 昭 和 ４

２ 年 流 山 市 条 例 第 １ １ 号 。 以 下 「 委 員 会 条 例 」 と い う 。） 及

び 議 会 に お け る 先 例 又 は 申 し 合 わ せ 事 項 は 、継 続 し て 精 査 し 、

必 要 が あ れ ば 見 直 し を 行 う こ と 。  

（ ６ ） 分 か り や す い 言 葉 、表 現 を 用 い た 議 会 運 営 に 努 め る こ と 。 

（ 議 員 の 活 動 原 則 ）  

第 ４ 条  議 員 は 、次 に 掲 げ る 原 則 に 基 づ き 活 動 を 行 う も の と す る 。 

（ １ ）議 会 が 言 論 の 府 で あ る こ と 及 び 合 議 体 で あ る こ と を 十 分 認

識 し 、 議 員 間 の 自 由 な 討 議 を 重 ん じ る こ と 。  

（ ２ ）市 民 の 多 様 な 意 見 を 的 確 に 把 握 す る こ と に 努 め 、市 民 全 体

と し て の 福 祉 向 上 を 目 指 す こ と 。  

（ ３ ） 議 員 立 法 に よ る 積 極 的 な 条 例 提 案 を 行 う よ う 努 め る こ と 。 

（ 会 派 ）  

第 ５ 条  議 員 は 、同 一 理 念 を 共 有 す る 他 の 議 員 と 結 成 し た 政 策 集

団 と し て 、議 会 活 動 を 行 う た め の 会 派 を 結 成 す る こ と が で き る 。 

２  会 派 は 、政 策 立 案 、政 策 決 定 、政 策 提 言 等 に お い て 議 論 を 尽

く し 、 そ の 意 思 を 表 明 す る こ と が で き る 。  

（ 代 表 者 会 議 ）  

第 ６ 条  代 表 者 会 議 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、流 山 市 議 会 代 表 者 会

議 要 綱（ 平 成 ２ １ 年 流 山 市 議 会 告 示 第 １ 号 ）で 定 め る も の と す

る 。  

（ 全 員 協 議 会 ）  

第 ７ 条  全 員 協 議 会 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、流 山 市 議 会 全 員 協 議

会 要 綱（ 平 成 ２ １ 年 流 山 市 議 会 告 示 第 ２ 号 ）で 定 め る も の と す

る 。  

（ 議 長 の 権 限 と 役 割 ）  

第 ８ 条  議 長 の 権 限 に つ い て は 、地 方 自 治 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第

６ ７ 号 。以 下「 法 」と い う 。）に 定 め る と こ ろ に よ る も の と し 、

そ の 役 割 に つ い て は 、 会 議 規 則 で 定 め る も の と す る 。  
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第 ３ 章  市 民 と 議 会 の 関 係  

（ 市 民 参 加 及 び 市 民 と の 連 携 ）  

第 ９ 条  議 会 は 、議 会 活 動 に 関 し て 有 す る 情 報 を 積 極 的 に 公 表 し 、

透 明 性 を 高 め る と と も に 、説 明 責 任 を 十 分 に 果 た す も の と す る 。 

２  議 会 は 、市 民 と の 意 見 交 換 の 場 を 多 様 に 設 け 、議 員 の 政 策 立

案 能 力 を 強 化 す る と と も に 、政 策 提 案 の 拡 大 に 努 め る も の と す

る 。  

（ 議 会 報 告 会 ）  

第 １ ０ 条  議 会 は 、市 民 へ の 報 告 と 市 民 と の 意 見 交 換 の 場 と し て 、

議 会 報 告 会 を 行 う も の と す る 。  

２  議 会 報 告 会 に 関 す る こ と は 、 別 に 定 め る 。  

 

第 ４ 章  議 会 と 行 政 の 関 係  

 （ 議 会 と 市 長 等 と の 関 係 ）  

第 １ １ 条  議 会 審 議 に お け る 議 員 と 市 長 等 と の 関 係 に つ い て は 、

緊 張 関 係 を 保 持 す る も の と す る 。  

２  会 議 に お け る 議 員 と 法 第 １ ２ １ 条 の 規 定 に よ り 議 場 に 出 席

し た 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 説 明 員 」 と い う 。） は 、 論 点 及

び 争 点 を 明 確 に し な け れ ば な ら な い 。  

３  会 議 に お い て 、議 員 は 、一 問 一 答 方 式 を 積 極 的 に 活 用 し 、説

明 員 は 、議 長 の 許 可 を 得 て 、議 員 の 質 問 等 に 対 し て 反 問 す る こ

と が で き る 。  

（ 適 正 な 議 会 費 の 確 立 ）  

第 １ ２ 条  議 会 は 、適 正 な 議 会 の 活 動 費 を 確 立 す る た め 、自 ら 議

会 費 の 予 算 要 望 書 を 作 成 し 、 市 長 に 提 出 す る こ と が で き る 。  

（ 法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 議 決 事 件 ）  

第 １ ３ 条  法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、議 会 の 議 決 す べ き 事

件 は 、市 の 基 本 構 想 及 び 基 本 構 想 に 基 づ く 基 本 計 画 を 策 定 す る

こ と と す る 。  

（ 市 長 に よ る 政 策 形 成 過 程 の 説 明 ）  

第 １ ４ 条  議 会 は 、市 長 が 提 案 す る 重 要 な 計 画 、政 策 、事 業 等（ 以

下 「 政 策 等 」 と い う 。） に つ い て 、 議 会 審 議 に お け る 論 点 情 報
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を 整 理 し 、そ の 政 策 等 の 水 準 を 高 め る た め 、市 長 に 対 し 、次 の

各 号 に 掲 げ る 事 項 の 説 明 を 行 う よ う 求 め る も の と す る 。  

（ １ ） 政 策 等 を 必 要 と す る 背 景  

（ ２ ） 提 案 に 至 る ま で の 経 緯  

（ ３ ） 市 民 参 加 の 実 施 の 有 無 及 び そ の 内 容  

（ ４ ） 他 の 自 治 体 の 類 似 す る 政 策 と の 比 較 検 討  

（ ５ ） 総 合 計 画 に お け る 根 拠 又 は 位 置 付 け  

（ ６ ） 政 策 等 の 実 施 に 係 る 財 源 措 置  

（ ７ ） 将 来 に わ た る 政 策 等 の 効 果 及 び コ ス ト  

（ 予 算 及 び 決 算 に お け る 説 明 ）  

第 １ ５ 条  議 会 は 、予 算 及 び 決 算 の 審 議 に 当 た っ て は 、前 条 の 規

定 に 準 じ て 、市 長 に 対 し 、分 か り や す い 施 策 別 又 は 事 業 別 の 説

明 を 行 う よ う 求 め る も の と す る 。  

 

第 ５ 章  自 由 討 議 の 保 障 及 び 拡 大  

（ 自 由 討 議 の 保 障 及 び 拡 大 ）  

第 １ ６ 条  議 会 は 、言 論 の 府 で あ る こ と を 十 分 に 認 識 し 、議 員 相

互 間 の 自 由 討 議 を 重 視 し た 運 営 に 努 め る も の と す る 。  

２  議 会 は 、前 項 の 議 員 相 互 間 の 自 由 討 議 を 重 視 し 、条 例 、意 見

書 等 の 議 案 提 出 を 積 極 的 に 行 え る よ う 努 め る も の と す る 。  

 

第 ６ 章  委 員 会 の 活 動  

（ 委 員 会 の 適 切 な 運 用 ）  

第 １ ７ 条  議 会 は 、市 政 の 諸 課 題 を 適 正 に 判 断 し 、委 員 会 の 専 門

性 と 特 性 を 活 か し た 適 切 な 運 営 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  議 会 は 、常 任 委 員 会 、特 別 委 員 会 等 の 運 営 に 当 た り 、参 考 人

制 度 及 び 公 聴 会 制 度 を 十 分 に 活 用 す る も の と す る 。  

３  委 員 会 審 査 に 当 た っ て は 、資 料 等 を 積 極 的 に 公 開 し 、市 民 に

分 か り や す い 議 論 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

４  委 員 会 は 、委 員 会 条 例 に 定 め る と こ ろ に よ り 公 開 し な け れ ば

な ら な い 。  
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第 ７ 章  政 務 活 動 費  

（ 政 務 活 動 費 の 執 行 及 び 公 開 ）  

第 １ ８ 条  政 務 活 動 費 は 、議 員 が 政 策 立 案 又 は 提 案 を 行 う た め の

調 査 及 び 研 究 に 資 す る た め 交 付 さ れ る も の で あ る こ と を 認 識 し 、

流 山 市 議 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 流 山 市

条 例 第 １ 号 。以 下「 政 務 活 動 費 条 例 」と い う 。）に 定 め る と こ ろ

に よ り 適 正 に 執 行 し な け れ ば な ら な い 。  

２  政 務 活 動 費 の 収 支 報 告 書 (領 収 書 等 の 証 拠 書 類 を 含 む 。)及 び

会 計 帳 簿 は 、 積 極 的 に 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

３  議 会 は 、政 務 活 動 費 条 例 の 改 正 に 当 た っ て は 、議 会 の 役 割 及

び 活 動 状 況 を 踏 ま え 、 議 会 内 で 十 分 に 検 討 す る も の と す る 。  

 

第 ８ 章  議 会 及 び 議 会 事 務 局 の 体 制 整 備  

（ 議 員 研 修 の 充 実 強 化 ）  

第 １ ９ 条  議 会 は 、こ の 条 例 の 理 念 を 議 員 間 で 共 有 す る た め 、一

般 選 挙 を 経 た 任 期 開 始 後 、速 や か に 、こ の 条 例 の ほ か 議 会 関 係

諸 法 令 等 に 関 す る 研 修 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  議 会 は 、議 員 の 政 策 形 成 及 び 立 案 能 力 の 向 上 を 図 る た め 、議

員 研 修 の 充 実 強 化 を 図 る も の と す る 。  

３  議 会 は 議 員 研 修 の 充 実 強 化 に 当 た り 、広 く 各 分 野 か ら 専 門 的

知 識 を 取 り 入 れ る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 議 会 事 務 局 の 体 制 整 備 ）  

第 ２ ０ 条  議 会 は 、議 会 の 政 策 提 案 機 能 、立 法 機 能 、監 視 機 能 及

び 調 査 機 能 を 補 助 さ せ る た め 議 会 事 務 局 の 体 制 整 備 を 行 う も

の と す る 。  

２  議 長 は 、議 会 事 務 局 の 体 制 整 備 の た め 、大 学 等 研 究 機 関 並 び

に 専 門 的 な 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 の 積 極 的 な 活 用 を 図 る こ

と が で き る 。  

（ 議 会 図 書 室 の 利 用 ）  

第 ２ １ 条  議 会 は 、議 員 の 政 策 形 成 及 び 立 案 能 力 の 向 上 を 図 る た

め 、 議 会 図 書 室 の 図 書 の 充 実 に 努 め る も の と す る 。  

２  議 会 は 、議 会 図 書 室 が 市 民 に と っ て 利 便 性 が 高 い も の と な る
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よ う 努 め る も の と す る 。  

３  議 会 図 書 室 の 管 理 に つ い て は 、 流 山 市 議 会 図 書 室 管 理 規 程

（ 平 成 ２ ０ 年 流 山 市 議 会 訓 令 第 １ 号 ） に 定 め る も の と す る 。  

（ 議 会 広 報 の 充 実 ）  

第 ２ ２ 条  議 会 は 、市 議 会 ホ ー ム ペ ー ジ 等 の 情 報 通 信 技 術 の 発 達

を 踏 ま え た 多 様 な 広 報 手 段 を 活 用 し 、多 く の 市 民 が 議 会 及 び 市

政 へ の 関 心 を 高 め る た め の 体 制 整 備 並 び に 議 会 広 報 活 動 の 充

実 強 化 に 努 め る も の と す る 。  

（ 専 門 的 知 見 の 活 用 ）  

第 ２ ３ 条  議 会 は 、市 の 直 面 す る 重 要 課 題 に 対 応 す る た め 、法 第

１ ０ ０ 条 の ２ の 規 定 に よ り 、大 学 等 研 究 機 関 と の 連 携 又 は 専 門

的 な 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 の 積 極 的 な 活 用 を 図 る こ と が で

き る 。  

 

第 ９ 章  議 員 の 政 治 倫 理 、 身 分 及 び 待 遇  

（ 議 員 の 政 治 倫 理 ）  

第 ２ ４ 条  議 員 は 、市 民 の 代 表 と し て 名 誉 と 品 位 を 損 な う 行 為 を

慎 み 、ま た 、そ の 地 位 を 利 用 し て 不 正 の 疑 惑 を 持 た れ る お そ れ

の あ る 行 為 を し な い な ど 、 議 員 と し て の 責 務 を 正 し く 認 識 し 、

議 会 の 一 員 と し て 、 そ の 使 命 の 達 成 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

２  議 員 は 、流 山 市 議 会 議 員 政 治 倫 理 条 例（ 平 成 １ ９ 年 流 山 市 条

例 第 １ ８ 号 。 以 下 「 政 治 倫 理 条 例 」 と い う 。） を 、 遵 守 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 議 員 定 数 ）  

第 ２ ５ 条  議 員 定 数 は 、流 山 市 議 会 議 員 の 定 数 を 定 め る 条 例（ 平

成 １ ４ 年 流 山 市 条 例 第 ２ ５ 号 ） で 定 め る も の と す る 。  

２  議 会 は 、議 員 定 数 の 改 正 に 当 た っ て は 、参 考 人 制 度 及 び 公 聴

会 制 度 を 十 分 に 活 用 す る こ と に よ り 、市 民 の 意 向 を 把 握 し 、本

市 の 実 情 に あ っ た 定 数 を 検 討 す る も の と す る 。  

３  議 員 が 議 員 定 数 を 改 正 す る 議 案 を 提 出 す る に 当 た っ て は 、改

正 理 由 の 説 明 を 付 し て 、 議 長 に 提 出 す る も の と す る 。  
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（ 議 員 報 酬 ）  

第 ２ ６ 条  議 員 報 酬 は 、流 山 市 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償

等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 流 山 市 条 例 第 ６ ４ 号 ） で 定 め る 。 

２  議 会 は 、議 員 報 酬 の 改 正 に 当 た っ て は 、参 考 人 制 度 及 び 公 聴

会 制 度 を 十 分 に 活 用 す る こ と に よ り 、市 民 の 意 向 を 把 握 す る こ

と が で き る 。  

３  議 会 は 、前 項 の 規 定 に よ り 把 握 し た 結 果 に つ い て 、市 長 に 提

出 す る こ と が で き る も の と す る 。  

 

第 １ ０ 章  条 例 の 検 証 及 び 見 直 し 手 続  

（ 条 例 の 検 証 及 び 見 直 し 手 続 ）  

第 ２ ７ 条  議 会 は 、別 に 期 間 を 定 め 、こ の 条 例 の 目 的 が 達 成 さ れ

て い る か ど う か を 議 会 運 営 委 員 会 に お い て 検 証 し 、そ の 結 果 を

市 民 に 積 極 的 に 公 表 す る も の と す る 。  

２  議 会 は 、前 項 の 規 定 に よ る 検 証 の 結 果 、制 度 の 改 善 が 必 要 な

場 合 は 、こ の 条 例 の 改 正 を 含 め て 適 切 な 措 置 を 講 じ る も の と す

る 。  

 

附  則  
 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ２ 月 ２ ３ 日 条 例 第 １ 号 ）  
 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ７ 日 条 例 第 １ ８ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 ２ 月 ２ ７ 日 条 例 第 ２ 号 ）  

こ の 条 例 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、第 １ ８ 条（ 見 出

し を 含 む 。） の 改 正 規 定 は 、 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

附  則 （ 平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ３ ０ 日 条 例 第 ２ ０ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


